
【学生食堂とコンビニの営業について】 
 

5 号館学生食堂および 

学生会館コンビニの営業は、 

2026 年 1 月 30 日（金）をもって終了します。 

 

学生証(プリペイドカード)にチャージ済のお金は、 

2026 年 1 月 30 日（金）までに、 

学生食堂・コンビニのチャージ機で 

各自返金操作をしてください。 


